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自治協議会名

司会者  生中　正嗣 報告者  百上　真奈

参 加 人 数 29

　伊賀市議会議長　様

２ 班
班長

報　　告　　書
平成２８年７月２３日(土) １９時３０分

 神戸地区住民自治協議会 開 催 場 所  神戸地区市民センター

　は職員の士気が下がる恐れもあるため、新庁舎の早期整備を求める。

出 席 議 員
 百上　真奈、生中　正嗣、嶋岡　壯吉、市川　岳人

記録者  市川　岳人

名

【主な意見・提言等】

・空家条例に基づき、空家対策の中で特定空家を代執行できるしっかりとした体制を構築して

　いくべき。

・伊賀市ごみ減量・リサイクル等推進委員会条例の一部改正について、委員の大幅な削減には

　反発がある。このような大幅な改正は慎重に判断すべき。

・南庁舎地の活用方針、跡地利用で混乱している。早急に決着をつけるべきである。分散庁舎

　り働き掛けをしていくべき。

・学校統合に関しては、地域が納得できる合意形成をしていきたい。

・市民センターのレジデントFAX故障後の証明書発行業務の取り次ぎは時間を要し、他市民セ

　ンターと比較してサービスの公平性・一律性に欠ける。

・市民センターは住民サービスの拠点であり指定管理になじまない。自治センター化ではな

　く、職員を配置し住民サービスを向上すべき。支所の廃止を含め市民センターのあり方に

　ついて考えていくべき。

・木津川改修は地区の悲願。河川内の木の伐採・しゅんせつを含めて進めて欲しい。国・県

　にも強く要望を。

・伊賀神戸大橋が完成以降交通の流れが変わり、庄田地区内では狭い生活道路に通勤者が猛

　スピードで走り、安全対策に支障が生じている。また、県庁舎が四十九町へ移転する時か

　ら約束されていた計画道路の整備が遅々として進んでいない。市は県の窓口としてしっか

平成２８年８月８日

　　　　議会報告会実施要綱第１０条第１項の規定により提出します。

　　　 平成２８年度議会報告会

百上　真奈

3


